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中小法人・個人事業者のための事業復活支援金について 

 

拝啓 お客様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 日頃は格別のご厚誼を賜り厚く御礼申し上げます。 

 また、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆様方に心よりお見舞い申し上げます。 

 

 コロナ禍にある企業の事業の継続や回復を支援する新制度で、2021年 11月に閣議決定した経済対策の

ひとつである「事業復活支援金」（以下、本支援金といいます。）の概要が公表され、2022年 1月 31日週

より申請受付が開始される予定です。 

 本支援金は、要件を満たす事業者様であれば、業種や所在地を問わず給付対象となりますが、給付申請

にあたっては、「登録確認機関」による“事前確認”が必要となります。弊社グループは「登録確認機関」

への登録を完了しておりますので、皆様が本支援金を申請する際の“事前確認”を行うことが可能です。 

なお、“事前確認”は有償にて承っておりますので、必要な際は、各担当者へご連絡をお願いいたしま

す。 

  

 また、本支援金の概要については、（別紙）をご参照のうえ、ご不明点等ございましたら弊社各担当ま

でご連絡いただけますと幸いです。なお、要件等は、今後変更になる可能性がございますこと、予めご了

承ください。 

 

敬具  



（別紙） 

＜「事業復活支援金」の概要＞ 

 

 申請開始日：2022 年 1 月 31日（月）の週  

 

主な対象： 

要件： 

【対象月】2021 年 11 月～2022 年 3 月のいずれかの月 
【基準月】2018 年 11 月～2021 年 3 月のいずれかの月 
 

支給上限額： 

売上高減少率 個人事業者 
法人 

年間売上高※ 

1 億円以下 

年間売上高※ 

1 億円超～5 億円 

年間売上高※ 

5 億円超 

▲50%以上 50 万円 100 万円 150 万円 250 万円 

▲30%以上 50%未満 30 万円 60 万円 90 万円 150 万円 

※基準月(2018 年 11 月～2021 年 3 月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高 

 

 



＜申請手続きの流れ＞ 

オンラインで申請することができます。 

通常申請の受付開始時に、事務所 HPで申請用 WEBページ開設予定となっております。 

事業復活援金事務局 HP https://jigyou-fukkatsu.go.jp/  

 

 

※ 弊社では、②予約受付 ③事前確認を行うことが可能です。 

②予約受付：事業復活援金の給付申請をご検討の方は、必要書類をご用意いただき弊社担当までご連

絡ください。 

③事前確認：「申請 ID」とアカウント登録時の「申請者電話番号」をご教示ください。ご状況に応じ

て、TV 会議やお電話で事前確認を行います。確認ができた場合には、「事前確認通知番

号」を事業復活援金事務局が準備するシステムより発行いたします。事前確認の結果が、

事業復活支援金事務局に自動的に通知されます。（「事前確認通知番号」は申請には必要

ございません） 

※ 「登録確認機関」は、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。また、事前確認の

完了をもって給付対象になるわけではありませんので、ご留意ください。給付対象に関するお問い合

わせは事業復活支援金事務局の相談窓口までお問い合わせください。 

 

  

＊事業復活支援金事務局 HP https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 

お問い合わせ・相談窓口 8:30～19:00（土日、祝日含む全日対応） 

0120-789-140 （申請サポート会場の予約もこちらの番号から） 

IP電話等からのお問い合わせ先 03-6834-7593（通話料がかかります） 

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/


※ 主な必要書類： 

書類 
一時支援金・月次支援

金既受給者 

一時・月次未受給かつ
登録確認機関と 

継続支援関係あり 

一時・月次未受給かつ
登録確認機関と 

継続支援関係なし 

確定申告 〇 〇 〇 

対象月の売上台帳等 〇 〇 〇 

履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人) 〇 〇 〇 

通帳(振込先が確認できるページ) 〇 〇 〇 

宣誓・同意書 〇 〇 〇 

基準月の売上台帳等 ― ― 〇 

基準月の売上に係る 1 取引分の請求書・領収書等 ― ― 〇 

基準月の売上に係る通帳など(取引の確認ができるページ) ― ― 〇 

※ 過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事業復活支援金の申請を行う際、原則と

して改めて事前確認を受ける必要はありません。作成済のアカウントを活用可能です。 

※ 「登録確認機関」で行う以外の、申請フォームの記入・送信等については、申請者ご自身で行ってい

ただきます。代行はいたしかねますこと、何卒ご賢察のほどお願い申し上げます。（事業復活支援金

に関する Q&A参照） 

 

※ 事前確認を、弊社で行う場合は、有償とさせていだきますので、予めご了承ください。また、資料の

準備や申請のサポートを行う場合、事前確認の報酬とは別に報酬をいただく場合があります。 

 

【弊社の報酬】 

事前確認 給付金額の 3％（最低報酬 10,000 円） 消費税別途 

 

以上 


